
 

 

                       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は競艇の交付金による 

日本財団の助成を受けて実施します。 

2013 年の成立を目指して議論されている 

「障害者差別禁止法」。この法律が地域での 

生活にどのように影響するのでしょうか？ 

池原さんはこの法律をつくるために立ち上 

げられた「障がい者制度改革推進会議差別禁 

止部会」の委員をされています。 

退院促進事業、地域での暮らし、大阪での 

精神科病院訪問活動の中からこの法律に 

提案できることを、一緒に考えましょう。 

 

 

日時：2011 年 11111111 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))    

午後 2 時～5 時 

会場：エルおおさか 大ホール  

参加費：500 円(資料代)参加申込み不要 

講演会会場 

エルおおさか 大ホール 
大阪市中央区北浜東 3-14 TEL 06-6942-0001 

 

＜行き方＞ 

地下鉄谷町線地下鉄谷町線地下鉄谷町線地下鉄谷町線「「「「天満橋天満橋天満橋天満橋」」」」２番出口、 

京阪京阪京阪京阪「「「「天満橋天満橋天満橋天満橋」」」」16 番出口 より西へ 300m 

 

障害者差別禁止法って何？ 

講師 

池原毅和さん 
(弁護士・障がい者制度改革推進会議差別禁止部会委員) 

 

NPO 大阪精神医療人権センター設立 26 周年記念講演会   


